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衆
議
院
議
員
江
田
憲
司
君
提
出
都
市
再
生
機
構
（
Ｕ
Ｒ
）
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
に
お
け
る
剰
余
金
移
し
替
え
等
に
関
す

る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
年
三
月
末

現
在
、
日
本
総
合
住
生
活
株
式
会
社
（
以
下
「
日
本
総
合
住
生
活
」
と
い
う
。
）
の
役
員
の
数
は
十
六
人
で
あ
り
、
こ
の
う

ち
、
国
土
交
通
省
か
ら
の
再
就
職
者
の
数
は
一
人
、
出
向
者
の
数
は
零
人
、
機
構
か
ら
の
再
就
職
者
の
数
は
十
人
（
前
述
の

国
土
交
通
省
か
ら
の
再
就
職
者
一
人
を
含
む
。
）
、
出
向
者
の
数
は
零
人
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
二
十
年

三
月
末
現
在
、
日
本
総
合
住
生
活
の
職
員
の
数
は
千
四
百
四
十
三
人
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
国
土
交
通
省
か
ら
の
再
就
職
者

及
び
出
向
者
の
数
は
零
人
、
機
構
か
ら
の
再
就
職
者
の
数
は
二
十
二
人
、
出
向
者
の
数
は
十
五
人
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

機
構
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
機
構
が
設
立
さ
れ
た
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
お
け
る
機
構
と
日
本
総
合
住
生
活
と
の
契
約
（
そ
の
予
定
価
格
が
、
工
事
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
は
二
百
五

十
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
、
役
務
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
は
百
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
等
少
額
の
契
約
を
除
く
。
以
下
同

一



じ
。
）
の
金
額
の
合
計
額
（
以
下
「
契
約
金
額
」
と
い
う
。
）
は
約
八
十
億
円
、
こ
の
う
ち
随
意
契
約
に
係
る
も
の
は
百
パ

ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
平
成
十
七
年
度
に
お
け
る
契
約
金
額
は
約
百
四
十
三
億
円
、
こ
の
う
ち
随
意
契
約
に
係
る
も
の
は
百
パ

ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
平
成
十
八
年
度
に
お
け
る
契
約
金
額
は
約
百
七
十
四
億
円
、
こ
の
う
ち
随
意
契
約
に
係
る
も
の
は
百
パ

ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
十
九
年
度
に
つ
い
て
は
、
現
在
集
計
中
で
あ
り
、
お
答
え
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。

一
の
�
の
�
に
つ
い
て

機
構
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、日
本
総
合
住
生
活
が
利
益
剰
余
金
か
ら
資
本
金
に
二
百
五
十
億
円
を
組
み
入
れ
、

資
本
金
の
額
を
三
百
億
円
と
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
株
主
総
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
は
、
平
成
十
八
年
六
月
二
十
六
日
午
後

四
時
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
株
主
総
会
の
出
席
者
に
つ
い
て
は
、
株
主
総
会
の
議
事
録
が
原
則
と
し
て
株
主
及

び
債
権
者
以
外
の
者
に
は
開
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
公
表
は
差
し
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

一
の
�
の
�
に
つ
い
て

機
構
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
日
本
総
合
住
生
活
が
平
成
十
八
年
六
月
に
行
っ
た
利
益
剰
余
金
の
資
本
金
へ
の

組
入
れ
に
つ
い
て
は
、
日
本
総
合
住
生
活
が
機
構
の
賃
貸
住
宅
の
管
理
に
関
連
し
て
必
要
と
な
る
業
務
を
行
っ
て
お
り
、
長

二



期
的
な
経
営
基
盤
の
安
定
化
を
図
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
公
認
会
計
士
に
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
株
主
総
会
の
決
議

を
経
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
利
益
剰
余
金
を
資
本
金
に
組
み
入
れ
る
か
否
か
は
、
会
社
の
事
業

規
模
、
利
益
の
状
況
、
資
金
の
調
達
能
力
、
経
営
環
境
等
に
応
じ
て
決
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
う
し
た
組
入
れ
を

行
う
場
合
の
基
準
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

一
の
�
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
度
に
国
が
機
構
に
支
出
し
た
千
三
百
二
十
三
億
円
の
内
訳
は
、
国
庫
補
助
金
が
五
百
八
十
三
億
円
、
交
付
金

及
び
補
給
金
が
四
百
五
億
円
、
出
資
金
が
三
百
二
十
一
億
円
、
貸
付
金
が
五
億
円
等
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
公
共
施
設
の
整
備
、

市
街
地
の
整
備
改
善
等
の
特
定
の
政
策
目
的
を
達
成
す
る
た
め
交
付
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
機
構
か
ら
聴
取
し

た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、日
本
総
合
住
生
活
は
主
に
機
構
の
賃
貸
住
宅
の
管
理
に
関
連
し
て
必
要
と
な
る
業
務
を
行
っ
て
お
り
、

当
該
業
務
に
つ
い
て
は
機
構
が
当
該
賃
貸
住
宅
の
家
賃
及
び
共
益
費
の
収
入
を
主
な
財
源
と
し
て
支
出
を
行
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
日
本
総
合
住
生
活
の
剰
余
金
の
原
資
の
多
く
が
税
金
で
あ
る
と
い
っ
た
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
る
。
こ
う
し

た
こ
と
を
勘
案
し
た
上
で
、
日
本
総
合
住
生
活
に
お
い
て
利
益
剰
余
金
の
取
扱
い
を
検
討
し
た
結
果
と
し
て
、
平
成
十
八
年

六
月
に
、
一
の
�
の
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
理
由
に
よ
り
利
益
剰
余
金
の
資
本
金
へ
の
組
入
れ
を
行
う
こ
と
と
し
、
株

三



主
へ
の
配
当
額
の
引
上
げ
は
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

機
構
に
よ
る
出
資
、
機
構
と
の
人
的
関
係
等
に
よ
り
、
機
構
の
連
結
決
算
の
対
象
と
な
る
特
定
関
連
会
社
（
独
立
行
政
法

人
会
計
基
準
第
�
�
�
に
い
う
特
定
関
連
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
関
連
会
社
（
独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
第
�

�
�
に
い
う
関
連
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
平
成
二
十
年
三
月
末
現
在
、
二
十
八
社
で
あ
る
。
ま
た
、
機
構
か
ら

聴
取
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
機
構
が
設
立
さ
れ
た
平
成
十
六
年
七
月
一
日
以
降
の
機
構
の
特
定
関
連
会
社
及
び
関
連
会
社

に
お
け
る
利
益
剰
余
金
の
合
計
額
は
、
平
成
十
七
年
三
月
末
に
お
い
て
五
百
四
十
三
億
円
、
平
成
十
八
年
三
月
末
に
お
い
て

五
百
四
十
四
億
円
、
平
成
十
九
年
三
月
末
に
お
い
て
三
百
七
億
円
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

機
構
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
機
構
が
設
立
さ
れ
た
平
成
十
六
年
七
月
一
日
以
降
、
機
構
の
特
定
関
連
会
社
及

び
関
連
会
社
で
利
益
剰
余
金
を
資
本
金
に
組
み
入
れ
た
も
の
は
、
日
本
総
合
住
生
活
以
外
に
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

「
独
立
行
政
法
人
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
が
有
す
る
剰
余
金
等
の
内
部
留
保
を
積
極
的
に
国
庫
に
返
納
さ
せ
る
べ
き
で
は
な

四



い
か
」
と
の
御
指
摘
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
企
業
の
経
営
の
自
主
性
、
当
該
独
立
行
政
法
人
以
外
の
出
資
者
と
の
関
係
等

を
勘
案
し
つ
つ
、
何
ら
か
の
方
策
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ど
う
か
、
個
別
具
体
的
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

五


